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令 和 ８ 年 ５ 月 ８ 日 

 

各都道府県消防防災主管部（局）長 殿 

 

消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課 長 

消防庁国民保護・防災部地域防災室長 

（  公  印  省  略  ） 

 

消防職団員の安全管理等（熱中症対策）の再徹底について（通知） 

 

消防職団員の安全管理（熱中症対策）については、各消防本部において運用されてい

る安全管理マニュアル等に基づき、その徹底を図っていただいているところですが、夏

季期間を中心に毎年のように熱中症に起因する事故が発生している状況にあります。  

また、気象庁の発表によれば、今年の夏（６～８月）の気温は、全国的に「平年より

高い」予想となっていることから、より一層の対策が求められるところです。 

このことから、貴職におかれましては、各消防本部、各消防学校及び各消防団に対し、

下記に示す熱中症対策における留意事項、環境省が発表する｢暑さ指数（WBGT）｣、別添

資料である「職場における熱中症対策の強化について」等を参考にしながら、消防職団

員の安全管理及び健康管理に万全を期すよう周知願います。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の規定に基づく助言

として発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 
１ 熱中症対策における留意事項 
(1) 事前の体調管理を徹底し、体調不良の隊員は訓練への参加を控える。 

(2) 訓練時においては、水分摂取ができるよう環境を整備するとともに、塩分の摂取

にも配慮する。また、災害時においては、こまめな水分補給ができるように、必要

に応じて補給隊を配置するなど体制の整備を図る。 

(3) 夏季や長時間の活動時には、体調の異変を感じる前に、防火衣の中にアイスパッ

ク等を装着したり、活動途中に水を流し込むなど身体の冷却を図る。 

(4) 必要に応じて休息をとるなどして、安全な場所で防火衣や防火帽の離脱を行い、

防火衣内等に蓄積された熱を外気に放出させ、身体を冷却する。 

(5) 熱中症対策には、暑熱順化トレーニングが有効であるため、夏期に向けて計画的

に暑熱順化を形成すること。 

なお、指揮者等は各隊員の暑熱に対する耐性に個人差があることを認識するとと

もに、過度な暑熱順化トレーニングは避け、現場活動に支障を来さないよう配慮



すること。 

(6) 所属長等は、各隊員の活動管理等において安全配慮義務が課せられていること

を十分に認識し、各隊員の生命及び健康等を危険から保護するよう配意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 熱中症対策を講じる上で考慮すべき指標等 

(1) 暑さ指数（WBGT:Wet Bulb Globe Temperature：湿球黒球温度） 

暑さ指数（WBGT）は、熱中症を予防することを目的として 1954年にアメリカで提

案された指標です。単位は気温と同じ摂氏度（℃）で示されますが、その値は気温と

は異なります。暑さ指数（WBGT）は人体と外気とのやりとり（熱収支）に着目した指

標で、人体の熱収支に与える影響の大きい①湿度、②日射・輻射など周囲の熱環境、

③気温の３つを取り入れた指標です。 

なお、暑さ指数が 28℃（厳重警戒）を超えると熱中症患者が著しく増加する傾向

が見られます。 

(2) 熱中症警戒アラート（熱中症警戒情報）・熱中症特別警戒アラート（熱中症特別

警戒情報） 

環境省と気象庁が連携した「熱中症警戒アラート」及び「熱中症特別警戒アラー

トが全国で運用されています。 

「熱中症警戒アラート（熱中症警戒情報）」は、府県予報区等内において、いずれ

かの暑さ指数情報提供地点における、翌日・当日の日最高暑さ指数（WBGT）が 33（予

測値）に達する場合に発表され、「熱中症特別警戒アラート（熱中症特別警戒情報）」

は、都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑

さ指数（WBGT）が 35（予測値）に達する場合等に発表されるものです。 

※「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」

が令和６年４月１日に施行され、従来の「熱中症警戒アラート」が「熱中症警戒情

報」として法に位置づけられたほか、一段上の「熱中症特別警戒情報」が創設され

ました。 

 

３ その他 

  労働安全衛生規則の一部が改正され、令和７年 6月１日から施行されています。本

訓練時における安全管理マニュアル（抜粋） 

 

（２）訓練時の安全配慮義務 

安全配慮義務とは、地方公共団体と地方公務員の関係でいえば、地方公共団

体が、所属の地方公務員に対し、地方公共団体が公務遂行のために設置すべき

場所、施設若しくは、器具等の設置管理、又は、地方公務員が上司の指示のも

とに遂行する公務の管理に当たって、当該公務員の生命及び健康等を危険から

保護するよう配意すべき義務である。 

 



改正において、熱中症を生ずるおそれがある作業を行う際、熱中症による健康障害を

防止するために構ずるべき体制整備、講ずるべき措置の実施手順の作成及び関係作業

者への周知が事業者に義務付けられることとなりました。各消防本部及び各消防学校

におかれましては、別添資料を参照し、各市町村の安全衛生担当課等とも情報共有を

図りながら、遺漏なく対応していただくようお願いします。 

 

別添資料  

〇「職場における熱中症対策の強化について」（厚生労働省） 

 

参考資料 

○熱中症 環境保健マニュアル（環境省 2022 年改訂） 

https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php 

○熱中症予防のための情報・資料サイト（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nett

yuu/nettyuu_taisaku/ 

○職場における熱中症予防情報（厚生労働省） 

https://neccyusho.mhlw.go.jp/ 

○熱中症に関連する気象情報（気象庁） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html 

 

【消防職員に関すること】 

消防庁消防・救急課 

職員第一係 漆田・最所 

電 話：03-5253-7522 

E-Mail：shokuin@soumu.go.jp 

【消防団員に関すること】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室 
消防団係 齊藤・青山・筒井 

電 話：03-5253-7561 FAX：03-5253-7535 
E-Mail：syobodan@ml.soumu.go.jp 

https://neccyusho.mhlw.go.jp/
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html
mailto:shokuin@soumu.go.jp
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